
 
 

当院では、「かかりつけ医」機能を有する病院として、機能強化加算を算定しており、必
要に応じて以下の取り組みを行っております。  

〇受診されている他の医療機関や処方されている医薬品を把握させていただくため、 
お薬手帳のご提示やご質問をさせていただく場合がございます。  

〇必要に応じて、専門医師や専門医療機関への紹介を行います。  
〇健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じています。  
〇福祉・保健サービスに係る相談に応じています。  
〇夜間・休日等の問い合わせへの対応に応じています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
    

総務課 沖田 髙野 2025.4.1 ~ 

機能強化加算に関する掲示 

管理部門 承認 院⾧ 掲示期間 

【夜間・休日ご連絡先】 
  シムラ病院  082-294-5151（代） 
   夜間 18:00 ～ 24:00  休日 9:00 ～ 18:00 


